
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

青山 道夫教授 還暦祝賀論文集

https://doi.org/10.15017/10741

出版情報：法政研究. 29 (1/3), pp.1-10, 1963-03-28. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：





執

筆

者

同

還

暦

を

祝

し

て

謹

ん

で

本
書

を

青

山

道

夫

先

生

に

昭

和

三

十

八

年

三

月

奉

呈

す

る

｡





九
州
大
学
教
授

背

道

夫

博

士

宵
山
教
授
は
､
明
治
三
五
年
四
月
八
日
宮
城
県
石
巻
市
に
生
れ
､
宮
城
県
立
仙
台
第

一
中
学
校
か
ら
第
二
高
等
学
校
を

へ
て
､
昭

和

二

年
に
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
法
律
学
科
を
卒
業
さ
れ
た
｡

同
大
学
大
学
院
に
て
親
族
法
､
相
続
法
を
専
攻
後
'
昭
和

一
四
年
に
大
倉
高
等

商
業
学
校
教
授
に
就
任
さ
れ
て
民
法
を
講
じ
､
あ
わ
せ
て
'
法
政
大
学
､
中
央
大
学
､
専
修
大
学
､
青

山

学

院
､

明
治
学
院
な
ど
で
講
師

を
勤
め
ら
れ
た
O

昭
和

l
九
年
四
月
､
九
州
帝
国
大
学
教
授
に
就
任
さ
れ
､
爾

来
'

二
十
年
近
き
に
わ
た
っ
て
'

民
法
講
座
を
担
当
さ

れ
､
さ
ら
に
､
戦
後
､
新
制
大
学
院
設
置
に
と
も
な
い
同
大
学
私
法
専
攻
過
程
の
指
導
に
も
あ
た
ら
れ
て
い
る
o

そ
の
間
､
民
法
､
と
-

に
､
家
族
法
に
関
す
る
多
-
の
す
ぐ
れ
た
業
績
を
発
表
さ
れ
た
が
､
な
か
で
も
､
広
-
法
社
会
学
的
､
民
族
法
学
的
視
野
か
ら
旧
来
の
家

族
制
度
に
メ
ス
を
入
れ
ら
れ
'
家
族
制
度
の
民
主
化
の
た
め
に
尽
さ
れ
た
功
績
は
大
き
い
｡

ま
た
､
昭
和
二
六
年
に
は
'
法
学
部
長
に
､

同
三
二
年
に
は
附
属
図
書
館
長
に
そ
れ
ぞ
れ
就
任
さ
れ
､
大
学
行
政
に
尽
力
さ
れ
た
9
そ
の
か
た
わ
ら
､
昭
和
三
五
年
以
来
日
本
学
術
会

議
会
員
と
し
て
､
ま
た
､
日
本
法
社
会
学
会
､
民
法
主
義
科
学
者
協
会
法
律
部
会
､
国
際
法
律
家
連
絡
協
会
な
ど
の
理
事
と
し
て
'
今
日

に
い
た
る
ま
で
学
界
の
発
展
の
た
め
に
多
大
の
貢
献
を
さ
れ
て
い
る
O
さ
ら
に
､
昭
和
二
八
年
以
降
､
英
国
､
フ
ラ
ン
ス
'
イ
タ
リ
ア
､

オ
ー
ス
-
リ
ア
､
チ

ェ
ッ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
'
中
国
､
ア
フ
-
カ
な
ど
に
出
張
さ
れ
､
学
術
交
流
と
学
問
の
発
展
に
尽
さ
れ
た
9

以
上
の
ほ

か
に
も
､
日
本

ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
､
福
岡

ユ
ネ
ス
コ
協
会
副
会
長
､
福
岡
勤
労
者
音
楽
協
会
委
員
長
'
人
権
擁
護
委
員
､
家
事
調
停
委

員
な
ど
を
勤
め
ら
れ
て
'
文
化
的
社
会
的
に
は
ば
広
い
活
動
を
し
て
お
ら
れ
る
O

教
授
の
学
界
に
寄
与
さ
れ
た
功
績
は
き
わ
め
て
大
き
い
が
､
な
お
寸
暇
を
惜
ん
で
研
究
に
い
そ
し
ん
で
お
ら
れ
る
｡

し
か
も
､
教
授
の

あ
る
著
書
の
副
題
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､

〝
平
和
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
を
求
め
て
〃
常
に
若
々
し
い
情
熱
を
も

っ
て
活
躍
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
｡
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山
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主
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論

文
目
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山著

書
親
族
法

･
相
続
法

(
大
衆
法
律
講
座
､
共
著
)

親

族

法

大

要

相

続

法

大

要

家

族

判

例

身

分

法

研

究

民
主
主
義
と
家
族
制
度

日
本
家
族
制
度
の
研
究

転

換

期

の
家
族
制
度

新

し

い

民

法

民

法

入

門

家

族

史

の

諸

問

題

身

分

法

概

論

近

代

家

族

法
の
研
究

婦
人
の
解
放
-
婦
人
の
基
本
的
人
権

-
(共
著
)

養
子
-
近
代
家
族
法
の
基
礎
理
論
-

(
法
律
学
体
系
第
二
部
法
理
論
第
八

1
C
)

昭

九

年

昭

二

一年

昭

一
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年

昭

一
七
年

昭

1
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昭
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1
年

昭
二
二
年

昭
二
三
年

昭
二
三
年

昭
二
四
年

昭
二
四
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昭
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六
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昭
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家
族

･
入
間

･
社
会
-
-平
和
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
を
求
め
て
-

家
族
法
入
門

-
市
民
の
た
め
の
家
族
法
-

民

族

法

学

序

説

民

法

大

意

(
上
)

相

続

法

み

ん

な

の

法

律

家

族

法

論

融
近
代
家
族
法
の
研
究

暮
し
の
な
か
の
法
律

(
み
ん
な
の
法
律
1
)

家
庭
の
法
律
相
談
室

(
み
ん
な
の
法
律
2
)

訳

書
ウ
ェ
ス
タ
-
マ
ー
ク

･
婚
姻
と
離
婚

(改
造
文
庫
)

ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ド
フ

･
慣
習
と
権
利

(岩
波
文
庫
)

ロ
ウ
ィ
=
ブ
リ
フ
ォ
ル
ー

･
国
家
及
家
族
感
情
の
起
源

マ
リ
ノ
ク
ス
キ
ー
･
未
開
社
会
に
於
け
る
犯
罪
と
慣
習

(
改
造
文
庫
)

シ
ュ
､＼､
ッ
-

･
国
家

･
議
会

･
法
律

(共
訳
)

T,
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
｡
未
開
社
会
に
お
け
る
犯
罪
と
慣
習

(
改
訳
)

モ
ル
ガ
ン
･
古
代
社
会

(
上
)

(岩
波
文
庫
)

昭
三

〇
年

昭
三

〇
年

昭
三

〇
年

昭
二

〇
年

昭
三

1
年

昭
三
二
年

昭
三
三
年

昭

三
三

年

昭
三
石
:午

昭
三
五
年

紘同潤7
月

●
′
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文
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チ
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昭

八

年

I

昭

九
正

昭

一
〇
年

昭

一
一
年

昭

一
四

年

昭
三
〇
年

昭
三
三
年
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マ
リ

ノ
ク
ス
キ

ー
･
未
開
家
族
の
論
理
と
心
理

(
共
訳
)

モ
ル
ガ
ン
･
古
代
社
会

(
下
)

(岩
波
文
庫
)

主
要
論
文

キ
リ
ス
-
教
の
婚
姻
非
解
消
主
義
に
関
す
る

一
考
察

｢
父
｣
の
原
始
概
念
-

マ
-
ノ
ウ
ス
′キ

ー
家
族
学
説
の

〓
句
察
-

古
代
社
会
に
お
け
る
長
子
相
続

原

始

法

の

特

性

人
種
学
的
法
学
-
そ
の
理
論
と
実
践
-

養
子
法
の
近
代
的
性
格
(

.E一

二
)

婚

姻

同

意

民
法
改
正
と
淳
風
美
俗

法
典
争
議
に
関
す
る
資
料
(

千

-
-
二

)

婚
姻
法
改
正
の
展
望

判
例
に
現
は
れ
た
身
分
椎
の
濫
用
･(
1
-

二
)

私

生

子
認

知

'
.-

i

.

り

し

長

子

用

量

離
婚
と
子

の
監

護

我
国
に
於
け
る
養
子
制
度
否
認
諭

.

ll

昭

九
正

昭

10年

昭

一
〇
年

昭

l
一
年

昭
二
-
三
年

昭
二
一年

昭

二

一
年

昭

三

-

這

年

昭

二
二
年

昭

1
三
年

昭

二
二
年

昭

二
二
年

昭

一
三
年

昭

二
二
年

昭
三
五
年

法
律

文

化

社

昭

三

六

年

岩

波

書

店

法
学
新
報
四

一
巻
五

･
六
号

法

学

志林三
六

巻

≡
弓

大
倉
学
会
誌
改
巻
五
号

法
律
時
報
七
巻

7
0
号

法

律

時

報

八

巻

一

一
号

法

学

新

報

四
六

巻

二

号
､
四
七
巻

言
う

｢
家
族
制
度
全
集
｣
二
部

一
巻
に
所
収

政
経
志
林

一
九
三
七
年
号

大
倉
学
会
誌
改
巻
九

･
二
一
号

政
経
志
林

1
九
三
九
年
四
号

法
学
新
報
四
八
巻
六

･
七
号

｢
家
族
制
度
全
集
｣
二
部
三
巻
に
所
収

｢
家
族
制
度
全
集
｣

一
部
五
巻
に
所
収

｢
家
族
制
度
全
集
｣
二
部
二
巻
に
所
収

法
学
志
林
四
〇
巻

言
う

(3)



社
会
構
成
の
基
礎
と
し
て
の
親
子
関
係

未
開
社
会
に
於
け
る
法
と
秩
序

判
例
に
現
ほ
れ
た
法
定
の
推
定
家
督
相
続
人
の
地
位

ン
ユ
-
ッ
rl
ホ
フ
の
比
較
法
学
論

モ
ル
ガ
ン
を
中
心
と
す
る
家
族
の
原
史
に
つ
い
て

判
例
に
現
は
れ
た
る
身
分
行
為
能
力

(
1
-
二
)

イ
タ
-
ヤ
新
民
法
-
･人
事
福
相
続
編
に
つ
い
て
-

ア
メ
リ
カ
私
庄
子
法
の
概
観

(
1

-

四
)

民
法
改
正
に
つ
い
て

へ
プ
ラ
イ
の
家
族
制
度
-
旧
約
全
書
を
中
心
と
し
て
-

人
種
学
的
法
学
の
現
代
に
於
け
る
意
義

法
と
人
類
学

(
一
-
≡
)

現
代
に
於
け
る
人
種
学
的
法
学
の
理
論
と
実
践

-
ロ
ブ
リ

ア
ン
ド
の
慣
習
法
-
特
に
ク
リ
グ
ブ
を
中
心
と
し
て
-

エ
レ
マ
社
会
に
お
け
る
権
力
階
級

外
国
法
学
者
の
日
本
家
族
制
度
論

岡
田
謙

｢未
開
社
会
に
於
け
る
家
族
｣

(
書
評
)

未
開
社
会
に
於
け
る
婚
姻

昭

1
四
年

昭

一
四
年

昭

一
五
年

昭

1
五
年

間

一
六
年

昭

一
六
年

昭

一

六

年

昭

一
六

年

昭

一
七
年

昭

一
七
年

昭

一
八
年

昭

1

八
年

昭

1
八
年

昭

一
八
年

昭

二

八
年

昭

一
九
年

昭

1

九
年

昭
二
一
年

法
学
新
報
四
九
巻
八

･
九

･
1
言
乍

政
経
志
林
五
号

大
倉
学
会
誌
改
巻

二
二
号

法
学
新
報
五
〇
巻
六

･
七
号

大
倉
学
会
誌
改
巻

丁
五
号

法
学
新
報
五〇
巻

〓

言
う
'
五

1
巻

T
･
二
号

法
学
新
報
五

1
巻

二

言
了

法
学
新
報
五

一
巻

一
･
六

･
七

･
1
0
号

大
倉
学
会
誌
改
巻

一
六
号

政
経
志
林
七
号

法
学
新
報
五
三
巻
八
号

法
学
新
報
五
三
巻
四

･
五

･
七
号

政
経
志
林
八
号

法
律
時
報

一
五
巻
二
号

｢
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
自
然
と
民
族
｣
に
所
収

法
学
新
報
五
四
巻
三
号

社
会
学
研
究

1
輯

法
政
研
究

1
四
巻
三
-
四
号



民
法
改
正
案
と
離
婚

逆

縁

婚

家
族
制
度
の
封
建
性

民
主
主
義
と
我
が
家
族
制
度

｢家
｣
を
超
え
る
も
の

民
法

改

正

要

綱
と

離

婚

法
典
争
議
の

一
資
料
-
伊
東
家
蔵
書

｢
民
法
異
議
｣
に
つ
い
て
-

家
族
制
度
民
主
化
の
た
め
に
-
民
法
改
正
要
綱
を
中
心
と
す
る

一
批
判
1

農
村
民
主
化
と
相
続
制
度
-
農
業
資
産
特
例
法
案
を
中
心
と
し
て
-
A

新
相
続
法
の
基
本
理
念

国

民

主

奄ーり一日‖~

家
の
廃
止
に
つ
い
て

家
族
主
義
は
清
算
さ
れ
た
か
1

改
正
民
法

へ
の

一
批
判

-

改
正
民
法
と
親
子
関
係

改
正
民
法
と
私
生
子
の
問
題

改
正
民
法
と
子
の
監
護

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
家
族
法

家
族
制
度
の
転
換

昭
二

一
年

昭
二

1
年

昭
二

一
年

昭
二

一
年

昭
二

1
年

昭
二

1.
年

昭
二
二
年

昭
二
二
年

昭
二
二
年

昭
二
二
年

昭
二
二
年

昭
二
三
年

昭
二
三
年

昭
二
三
年

昭
二
三
年

昭
二
四
年

昭
二
四
年

間
二
四
年

法
律
文
化

一
巻
七
･-
八
号

科
学
主
義
昭
二

一
年
四
月
号

女
性
改
造
昭
二

l
年
九

-
一
〇
.q
号

自
由
文
化
叢
書

文
化
連
合
昭
二

.L
年

1
0
月
号

法
律
文
化

l.
巻
七
-
八
号

法
政
研
究

一
五
巻

一
-

二
号

季
刊
大
学
二
号

農
業
評
論

一
巻
二
号

法
律
新
報
七
四
〇
号

自
由
人
二
〇
号

法
律
文
化
三
巻
三
-

四
号

評
論
二
四
号

法
律
タ
イ
ム
ズ
二
巻
四
号

社
会
圏

〓

一巻
二
号

法
政
研
究

1
七
巻

T
I
四
号

法
律
文
化
四
巻

〓

-

l
二
号

法
律
文
化
四
巻
三
-

四
号

(5)



民
法
第
七
三

〇
条
と
第
八
九
七
条
に
つ
い
て
-

家
族
法
の
盲
点
-

新
し
い
家
族
倫
理
の
た
め
に

一
夫

1
婦
制
家
族
の
社
会
的
基
礎

｢
民
法
七
二
七
-

七
三
八
条
｣
､
｢
同
七
九

〇
-
七
九

一
条
｣
､

｢
離
婚
制
度
の
.史
的
概
観
｣
の
註
釈

天
皇
破
れ
て
尊
属
あ
り
-
尊
属
殻
と
家
族
主
義
-

養
子
制
度
研
究
序
説

家
族

(
総
論

･
ド
イ
ツ

･
フ
ラ
ン
ス

･
ア
メ
リ
カ
)

家

父

長

制

養
子
制
度
の
新
動
向

ソ
グ
ィ
エ
ー
に
お
け
畠

事
実
婚
問
題

昭
二
五
年

昭
二
五
年

昭
二
五
年

法
律
時
報
二
三
巻

言
号

女
性
改
造
昭
二
五
年
三
月
号

私
法
二
号

昭
二
五
年

昭

二

五

年

昭

二

五

年

昭
二

六

年

昭
二
六

年

昭
二
六
年

昭
二
七
年

家

族

と

法

律

婚
姻

(総
論

･
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

･
ロ

シ
ア

｡
ス
ラ
グ
)

相
続

(総
論

･
西
洋
)

｢
民
法
八
四
三
-
･八
四
七
条
｣
の

註

釈

改
正
民
法
と
近
代
家
族
の
形
成

近
代
社
会
と
日
本
家
族
制
度

昭
二
七
年

中
川
編

｢
註
釈
親
族
法
｣
上
に
所
収

女
性
改
造
昭
二
五
年

二

言
で

松
山
商
大
論
集

l
巻

l
号

｢世
界
歴
史
辞
典
｣
四
巻
の
同
項
に
所
収

｢世
界
歴
史
辞
典
｣
四
巻
の
同
項
に
所
収

法
律
の
ひ
ろ
ば
四
巻
九
号

穂
積
先
生
追
悼
記
念
論
文
集

｢家
族
法
の

諸
問
題
｣
に
所
収

中
央
公
論
六
七
巻
五
号

(6)

昭
二
七
年

昭
二
七
年

昭
二
八
年

昭

二

八

年

｢世
界
歴
史
辞
典
｣
七
巻
の
同
項
に
所
収

中
川
編

｢註
釈
親
族
法
｣
下
に
所
収

法
学
新
報
五
九
巻
七
号

季
刊
法
律
学

一
三
号



民
法
第
七
百
三
十
条
に
つ
い
て
の

一
考
察

民
族
法
律
学
に
つ
い
て
-
素
描
的

1
試
論
-

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
離
婚
法
改
正
の
動
向

｢
家
｣

の

問

題

｢
民
法
八
八
六
-
八
九

〇
条
｣
の
註
釈

家

族

の

歴

史

昭

二

八

年

昭
二
八
年

昭

二

九

年

昭
二
九
年

昭

二

九

年

昭
三

〇年

あ
い
-
せ
と
ク
ク
ヴ
ァ
-
ド

民
法
第
七
二
八
条
に
つ
い
て
の

l
考
察

家

族

昭
三
〇
年

昭
三
〇
年

昭
三
〇
年

｢
民
法
九
六
七
-
九
六
九
条
｣
の
註
釈

民
法
典
論
争
(

1

-
二
)

親
権
者
の
引
波
請
求
と
子
の
自
由
意
思

(
綜

合
判

例

研

究

)

性

倫

理
と

法

確
定
日
附
な
き
財
産
留
保
､
全
財
産
留
保
隠
居

(判
批
)

身
分
行
為
と
民
法
第
九
十
条
-
判
例
を
中
心
と
し
て
一

家
族
学
説
の
諸
問
題

昭
三

〇
年

昭
三

1
年

昭

三

一

年

昭
三

一
年

昭
三

一
年

昭
三
二
年

昭
三
二
年

私
法

一
〇
号

法
政
研
究
二

〇
巻
ニ
ー
四
号

法
政
研
究
二
二
巻

一
号

改
造
三
五
巻

一
二
号

中

川
編

｢
註
釈
相
続
法
｣
上
に
所
収

中
川
編

｢
家

族

｣

ら

い

ぶ

ら

り

し
り
い

ず

に
所
収

ケ
ー
ス
研
究
三
五
号

民
商
法
雅
誌
三

1
巻
五
号

｢世
界
百
科
大
辞
典
｣
五
巻
の
同
項
に
所

収中

川

編

｢
註
釈
相
続
法
｣
下

に

所

収

法
学
セ
ミ
ナ
ー
九

･
一
〇
号

判
例
時
報
七
六
号
別
刷
判
例
評
論
五
号

思
想
三
八
八
号

民
商
法
雑
誌
三
二
巻
第
五
号

法
政
研
究
二
二
巻
ニ
ー
由
号

中
川
他
編

｢
家
族
｣

(菰
家
族
問
題
と
家

(7)



レ
ヴ
ィ
･
ス
ト
ロ
ー
ス
の
家
族
学
説
に
つ
い
て

法

と

民

族

規

子

の

｢課

題
｣

吊
∴
∵
.辛

昭
三
二
年

昭
三
二
年

自
由
民
権
論
者
の
家
族
観

家
族
制
度
復
活
の
問
題

吊
三
.
.辛

昭
三
二
L年

現
行
養
子
法
の

一
批
判

川
島
武
宜

｢
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
家
族
制
度
｣

(書
評
)

身
分
法
に
お
け
る
権
利
濫
用

協
議
離
婚
無
効
確
認
調
停
事
件
の
事
後
調
査

(共
筆
)

扶
け
合
い
の
義
務

(基
本
法
セ
ミ
ナ
ー
)

離
婚
の
史
的
諸
形
態
と
そ
の
背
景

昭
二
三
年

昭
三
二
年

昭

三

三

年

昭
三
三
年

昭
三
三
年

昭
三
三
F

妾妾
契
約
と
売
春
-

最
高
裁
判
決
を
中
心
と
し
て
～

旧
本
社
会
と
家
族
制
度
論
争

昭
三
三
年

昭
三
三
年

昭
三
四
年

旋
法

V
I
)
に

所

収

｢家
族
間
題
と
家
族
法
｣
月
報
四
号

法
律
時
報
別
冊
四
号

中
川
他
編

｢親
子
｣

(
爪
家
族
問
題
と
家

族

法

∀

Ⅳ

)

に
所
収

法
政
研
究

l
五
巻
ニ
ー
･四
号

九
大
法
学
部
創
立
三
十
周
年
記
念
論
文
集

｢法
と
政
治
の
研
究
｣
に
所
収

法
律
の
ひ
ろ
ば

l
O
巻

一
〇
号

思
想
四

〇
二
号

法
律
時
報
三

〇
巻

1
0
号

法
政
研
究
二
五
巻

言
Lr,

法
学

セ
ミ
ナ
ー
二
八
号

中
川
他
編

｢
離
婚
｣

(A
家
族
問
題
と
家

族
法

∀
帖｣
に
所
収

｢世
界
大
百
科
辞
典
｣
二
八
巻
同
項
に
所
収

判
例
時
報

三
日
ワラ
別
刷
判
例
評
論
一
一号

小
池
隆

一
博
士
還
暦
記
念
論
文
集

｢
比
較

(8)



代
諾
縁
組

(基
本
法
演
習
)

法
律
婚
主
義
の
行
方

財
産
分
与
請
求
椎
の
相
続

昭
三
四
年

昭
三
四
年

昭

三
四
年

｢
慰
拍
料
と
財
産
分
与
｣
の
解
説

法
律
婚
主
義
と
事
実
婚
主
義

昭
三
四
年

昭
三
四
年

親
族
法
改
正
の
方
向

｢協
議
離
婚
に
つ
い
て
｣

内
縁
の
妻
と
外
縁
の
妻

(法
令
随
想
)

中
国
に
お
け
る
家
族
の
問
題
-
人

民
公
社
を
中
心
に
し
て
-

新

し

い

家

族

昭
三
四
年

昭
三
四
年

昭
三
四
年

昭
三
五
年

法
と
私
法
の
諸
問
題
｣
に
所
収

法
学
セ
､､､
ナ
-
四
二
号

全
国
大
学
教
授
連
合
会
報

二
二
号

民
商
法
雑
誌
三
九
巻
四
-

六
号
､
創

立

:

二
五
周
年
記
念
特
集
号

｢
私
法
学
論
集
｣

下
に
所
収

谷
口
日
加
藤
編

｢
民
法
演
習
｣
Ⅴ
に
所
収

中
川
善
之
助
教
授
還
暦
記
念

｢家
族
法
大

系
｣
¶
婚
姻
に
所
収

法
律
時
報
三

1
巻
九
号

時
の
法
令
二
三
三
号

法
律
の
ひ
ろ
ば

二
二
巻

言
TrT

訪
中
法
律
家
代
表
団
報
告
書

｢
中
国
の
法

と
祉
会
｣
に
所
収

(9)

｢財
産
分
与
｣
の
問
題
と
解
説

昭
三
五
年

谷
口
-
加
藤
編

｢
民
法
例
題
解
説
｣
即

に

中
川
善
之
助

｢親
族
法
｣

(紹
介
批
評
)

家

族

昭
三
五
年

昭
三
五
年

所
収

法
学
二
四
巻
四
号

｢
民
事
法
学
辞
典
｣
上
の
同
項
に
所
収



財
産

分

与

(判
批
)

法
律
婚
主
義
と
事
実
婚
主
義

我
妻
栄

｢
親
族
法
｣

(紹
介
)

明
治
民
法
以
後
の
相
続
法

昭
三
五
年

昭

三

六

年

昭
三
六

年

昭
三
六

年

ポ
ー
ラ
ン
ド
家
族
法
の
素
描

(共
筆
)

ポ
ー
ラ
ン
ド
家
族
法
典

(
一
九
五

〇
年
六
月
二
七
日
法
)

(共
訳
)

唯
物
史
観
と
家
族
理
論
1
-玉
城
教
授
の
批
判
に
答
え
て
-

家
族
法
の
基
礎
理
論

昭

三

六

年

昭

三

六

年

昭

三

六

年

昭

三

七

年

長
男
の
地
付
の
推
移
と
兄
弟
関
係
の
変
還

わ
が
国
に
お
け
る
権
利
北
川
理
論
の
発
展

昭

三
七
年

昭

三

七

年

･,h
エ
リ
ス
-

｢判
例
百
選
｣

法
学
教
室
二
号

法
律
時
報
三
三
巻

一
号

中
川
地
福

｢相
続
｣

(A
家
族
間
題
と
家

族
法
∀
Ⅵ
)
に
所
収

法
政
研
究
二
七
巻
ニ
ー
四
号

家
裁
月

報

二

二
巻
六
号

法

政

研

究

二

八
巻

言

-p

新
法
学
講
座

｢現
代
法
の
基
本
原
理
｣
に

所
収

教
育
と
医
学
昭
三
七
年
五
月
号

兼
用
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

｢権
利
の
濫

用
｣
上
に
所
収

(10)
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